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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

32.4 48.9 8.9 9.8

5.9 39.8 34.8 14.8 4.7

12.1 31.8 32.2 20.4 3.5

12.7 27.8 33.2 23.9 2.5

9.3 29.9 25.6 32.7 2.6

6.3 50.2 41.4 2.1

7.8 35.8 29.1 23.2 4.1

日医総研　川越雅弘主任研究員の調査研究。松江広域、出雲市、瑞穂町の被保険者について、2000 年10 月と2002 年10 月を比較。 

維持 

改善 

重度化 死亡 その他（認定なし） 

 要 支 援  

要介護1 

要介護2 

要介護3 

要介護4 

要介護5 

合 計  

2000年４月末からの増加率 

出典：介護保険事業状況報告 
　　（2004年3月分〈１月サービス分〉） 
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２１８２ 
２５８２ 

３０２９ 

３４８４ 
3839

２０００年４月末 ２００1年４月末 ２００2年４月末 ２００3年４月末 ２００4年3月末 

（単位：千人） 

要支援　 　　　要介護１　  　　要介護２  　　　要介護３  　　　要介護４  　　　要介護５ 

計 

要介護５ 

要介護4 

要介護3 

要介護2 

要介護1 

要支援 

７６％ 

５６％ 

４０％ 

５３％ 

５１％ 

１２５％ 

１０４％ 

4,000

2,000

0

「非該当者」で 
介護予防が有効な者 

要支援 

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

市町村事業 

新予防給付 

介護給付 

高齢者 現行制度 

要介護認定 

非該当 要支援・要介護 

①新予防給付が適切な者 ①以外の者 

アセスメント 
↓ 

介護予防プラン 
↓ 

サービス利用 
↓ 

再アセスメント 

介護予防 
マネジメント 

一貫性・連続性のある 
総合的な介護予防システム 
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● 現状のペースで行くと、
平成25年時点でも、個
室・ユニットケア型の利
用者は全体の３割にとど
まる。（従来型の中の個
室を含めても約4割。）

● 個室・ユニットへ改修す
ることを支援するため、
改修方法のマニュアルを
作成、配布。

平成15年 平成25年 

〔個室・ユニットケア型〕 

改修（個室化） 

多床室 

〔従来型〕 
30万床 

35万床 
（70％） 

15万床 
（30％） 

4.0万床 
0.2万床 

30％ 

70％ 

（注1）単身の要介護4の高齢者に
ついて比較したもの。

（注2）「保険給付分」及び「一部負
担」は、2003年4月～8月サ
ービス分の介護保険からの
給付実績の平均値。

（注3）在宅の「食費」及び「住居費」
は、「平成14年家計調査年
報」の単身の高齢者（65歳以
上）のデータ。「住居費」の
うち地代・家賃は持家世帯
を除いて推計した。

（注4）要介護４の在宅サービスの
支給限度額は、306,000円
（保険給付分275,400円、一
部負担30,600 円)である。

（注1）ユニットケア型は、平成15年度の新規着工分（約15,200人分）が今後平成24年度まで継続すると仮定。
（注2）従来型は、平成15年度の新規着工分（約840人分）が今後平成24年度まで継続すると仮定。

特別養護老人ホームに入所する場合 在宅でサービスを受ける場合 
計　約33.3万円（月額） 計　約23.7万円（月額） 

食費　　　　約３.１ 万円 
住居費　　　約５.２ 万円 
（光熱､水道代を含む） 

一部負担　    約１.５ 万円 

保険給付分 
約13.8 万円 

支給限度額まで利用した場合 
約27.5万円 

一部負担　約5.0万円 
（うち食費　約2.3万円） 

保険給付分 
約28.2万円 

自己負担 
約9.9万円 

メディケアでは一定
期間しか給付されず
期間経過後は全額
自己負担。 
 
自己負担できないと
認められる場合はメ
ディケイドで対応。 

施設における食費・
居住費用は自己負
担が原則。 
 
 
低所得者には家賃
補助等を支給。 
 

施設における食費・
居住費用は自己負
担が原則。 
 
 
低所得者について
は社会扶助から支
給。 
 

施設入所について
は、一定以上の所得・
資産を有する者は全
額自己負担。 
 
低所得者について
は、サービスに要す
る費用の全部又は
一部を地方自治体
が負担。 
 
在宅については地
方自治体により異な
る。 

食費・居住費、給付
限度額を超える部分
は、自己負担が原則。 
 
 
低所得者について
は、州の社会扶助（公
費）が支給される。 

利用者 
負担 

ドイツ イギリス フランス スウェーデン アメリカ 
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2

3

在 宅 

施  設 

生活圏域 
利用 

広域利用 

 

地域密着型のサービス 一般的なサービス 

市町村長 （事業者指定・指導監督等） 都道府県知事 

通所系サービス 
通所介護、通所リハビリテーション 

地域見守り型サービス 

痴呆専用型デイサービス 

地域夜間対応型サービス 

小規模居住系サービス 
小規模入所系サービス 

短期滞在系サービス 

居住系サービス 
有料老人ホーム、ケアハウス 

入所系サービス 
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

小
規
模
・
多
機
能
型
サ
ー
ビ
ス 

訪問系サービス 
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、 

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 
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IV

1

2

高齢者の保険料は、負担能力に応じた負担を求める観点から、原則として各市町村 
ごとの所得段階別の定額保険料としている（５段階ないしは６段階）。 

※老齢退職年金受給の高齢者は、年収２６６万円までは市町村民税非課税。したがって、夫婦それぞれの年金がこの 
　額未満（計532万円）までは、市町村民税非課税となる。 
※第２段階～第５段階の該当者のうち、それぞれの段階の保険料を適用すると生活保護の被保護者となってしまう者 
　については、被保護者とならないよう、より低い段階の保険料を適用する。 

第1段階 
×0.5

第2段階 
×0.75

第3段階 
 

第4段階 
×1.25

第5段階 
×1.5

基準所得金額 
現行200万円 

段階 対象者 保険料 
（参考）対象者見込数 

・生活保護受給者 
・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 第１段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

基準額 
　×0.5 

基準額 
　×0.75 

基準額 
　×1

基準額 
　×1.25

基準額 
　×1.5

市町村民税世帯非課税 

市町村民税本人非課税 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円未満） 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円以上） 

約 2 ％ 

約34％ 

約39％ 

約13％ 

約12％ 

約 2 ％ 

約29％ 

約43％ 

約16％ 

約10％ 

（第２期） 
2003～2005年度 

（第1期） 
2000～2002年度 
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在宅介護支援センター 
居宅介護支援 
通所介護 
地域活動・交流事業 

・保健・福祉サービスを身近な場所で総合的に提供する施設として「地域ケアプラザ」を中学校
区程度の地域ごとに１ヶ所ずつ整備する計画（18 行政区ごとに１ヶ所）。 
・平成16年１月現在、96ヶ所が運営。管理運営は社会福祉法人に委託。今後は、医療法人等に
も委託対象を拡大予定。 

（サービス提供体制のイメージ） 

約３５３ 万人 

約２０万人 

約２～３万人 

数千人程度 

横浜市 

区 区福祉保健センター、区社協 

日常生活圏 
(中学校区程度)

地域ケアプラザ 

地 区 自治会、町内会等 


